
○甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱 

平成１９年４月１日 

告示第３９号 

改正 平成２１年３月２日告示第８号 

平成２２年４月３０日告示第３８号 

平成２３年４月１日告示第４４号 

平成２４年５月２４日告示第３１号 

平成２５年６月２８日告示第４５号 

平成２６年９月１０日告示第６２号 

平成２８年７月１４日告示第５８号 

（目的） 

第１条 この告示は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治

療」という。）に要する経費の一部を助成することで、その経済的負担を軽減す

ることにより出産への支援を行うことを目的とし、その交付に関しては、甲賀市

行政サービス制限条例（平成２２年甲賀市条例第１８号）及び甲賀市行政サービ

ス制限条例施行規則（平成２２年甲賀市規則第１６号。以下「規則」という。）

に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。 

（保険外診療の助成） 

第２条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるも

のではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担額の一部を

助成するものとする。 

（助成対象者） 

第３条 特定不妊治療の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。 

（１） 特定不妊治療（医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を

含む。）の治療法以外では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に

診断された者 

（２） 法律上の婚姻をしている夫婦で、申請日においていずれか一方又は両方

が１年以上前から市内に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

に基づく住民基本台帳に記録されている者 

（３） 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた者で、自己負



担額の全額を助成されていない者 

（４） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税）の滞納がない者 

（対象とならない不妊治療） 

第４条 次の各号に掲げる治療法は、助成の対象としない。 

（１） 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による特定不妊治療 

（２） 代理母による特定不妊治療 

（３） 借り腹による特定不妊治療 

（助成の額） 

第５条 助成する額は、特定不妊治療に要した費用について１年度３回の治療を限

度とし、その合計額を５万円までとする。ただし、特定不妊治療のうち精巣又は

精巣上体からの精巣採取の手術の治療による男性不妊治療を実施した場合は、本

文の助成に加え、１年度１回の治療を限度に５万円までを上限とし助成する。 

２ 前項に規定する年度は、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受

けた年度を基準とする。 

３ 第１項本文の規定に関わらず、平成２６年度以降に新規で助成を受ける場合に

おいて、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が４０歳未満であると

きは、次のとおりとする。 

（１） 年間の助成回数は制限しない。ただし、通算回数は６回を限度とする。 

（２） 助成の額は、１回の治療につき５万円を限度とする。 

（助成の期間） 

第６条 助成する期間は、通算５年度とする。 

２ 前項の規定に関わらず、前条第３項に該当する者は助成の期間は制限しない。 

（助成の申請） 

第７条 特定不妊治療の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

特定不妊治療費助成申請書兼実績報告書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 特定不妊治療費助成事業受診証明書（様式第２号）又は滋賀県不妊に悩

む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し 

（２） 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し 

（３） 医療機関が発行した今回の特定不妊治療における保険外診療分領収書の



写し 

（４） 夫婦の納税証明書等（規則第４条に定める様式） 

（５） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の日

から起算して９０日以内にしなければならない。ただし、市長が特に認める場合

は、この限りでない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付

の可否を決定する。 

２ 市長は、助成金を交付すると決定した者（以下「助成対象者」という。）に対

しては、特定不妊治療費助成事業決定及び交付額決定通知書（様式第３号）によ

り、また、助成金交付が適当でないと認められた者に対しては、特定不妊治療費

助成事業不承認通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第９条 市長は、前条第２項の規定による助成対象者の特定不妊治療費助成金交付

請求書（様式第５号）による請求に基づき、助成金を交付する。 

２ 助成金は、助成対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。 

（助成金の返還） 

第１０条 市長は、助成決定者が不正に助成を受けた場合は、助成金の一部又は全

部を返還させることができる。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年告示第８号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２２年告示第３８号） 

この告示は、平成２２年７月１日から施行する。 

付 則（平成２３年告示第４４号） 

（施行期日） 



１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の

日（以下「施行日」という。）以後に終了した特定不妊治療に係る助成について

適用し、施行日前に終了した特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例

による。 

付 則（平成２４年告示第３１号） 

この告示は、平成２４年７月９日から施行する。 

付 則（平成２５年告示第４５号） 

この告示は、平成２５年７月１日から施行する。 

付 則（平成２６年告示第６２号） 

この告示は、平成２６年９月１０日から施行する。 

付 則（平成２８年告示第５８号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成２８年度の事業から適用する。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

 


